
福祉局の組織改編について 

１．組織について 

（１）福祉健康施策の充実 

・ 支え合う安全で安心な福祉健康社会の形成をめざし、地域包括ケアの推進や認知症対策の強化 

などの、地域福祉施策を一体的に推進するため、福祉総務課と長寿福祉課を「地域長寿課」に 

改編します。 

（２）こども未来部の新設 

 ・ 未来を担う逞しく心豊かな子供を育成するため、子育て支援や幼児教育の充実を図るとともに 

子供の貧困対策や児童虐待防止対策を強化するなど、子供施策を総合的に推進するため、 

福祉局に「こども未来部」を新設します。 

・ 放課後児童クラブや児童家庭相談、子供の貧困対策などに一元的に取り組むため、こども政策 

  推進課を「子育て支援課」に改編し、福祉総務課から児童家庭相談等に係る業務を移管します。 

 ・ 幼児教育と保育の一体的な推進を図り、幼児教育の無償化などの制度改正等に的確に対応する 

ため、こども未来部に「保育幼稚園課」を新設します。 

・ 幼稚園及び保育所等と小学校の連携強化や、幼稚園経論及び保育士の研修の充実を図るための 

幼児教育センター（仮称）の開設をめざし、保育幼稚園課に「幼児教育センター開設準備室」を 

設置します。 

・  児童虐待防止対策の強化と相談支援体制の充実を図るため、こども総合相談センターを課に格上

げし、専門職員を増員します。 
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